
令和 6年 3月 6日 

 

静渓ポンプ場変更契約の方針変更について 

 

 昨年から幹事会及び産業建設委員会で説明させていただきました、静渓ポンプ場土

木工事の変更契約につきまして、契約に向け工事費の精査をしていたところ、さらな

る増額が見込まれることが判明したことで、現設計の工法が現場に合ってないと判断

し、工法の変更まで踏み込んで計画を見直すこととしました。 

併せて、変更契約方針についても見直しを行います。 

 

これまでの説明の経過 

○令和 5年 11月 15日（幹事会） 

静渓ポンプ場は当初設計に対し、約９億の増額が必要となり、増額変更に向けた方

針を説明。 

 

○令和 6年 1月 22日（産業建設委員会） 

  当日時点の契約状況と、変更内容の説明 

 

さらなる増額が必要となる 

 地盤改良は、直径 3,150mmの改良体を 94 本築造する想定で計画していた 

密にするため、直径 2,500mmの改良体を 153 本築造する検討が必要となった。 

 杭径は小さくなるが、本数が増えるため積算では工事費が増額となる。 

 

直径 3,150mm改良体の施工イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

直径 2,500mm改良体の施工イメージ図 
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水上ステージの施工イメージ図（平面図） 

 黒の網掛け部分 赤い部分はポンプ場、この部分も水上ステージがある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水上ステージの施工イメージ図（断面図） 

 黒柱部分はＨ型鋼の杭 赤い部分は水路や電気室など 青はクレーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

                         静渓ポンプ場平面図 



令和 6 年 3 月 8 日幹事会資料 

浸水対策課 

経営企画課 

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 合計

変更予定契約 84,009,000 123,841,000 0 200,000,000 551,000,000 628,274,600 1,587,124,600

工事費 5 億 7 千 50 万円は執行せず、工事を
終了するための協議が整った段階で減額補
正します。 

工事費
上程額

不足額

設計費
合 計

570,500,000

30,000,000
600,500,000

200,000,000

370,500,000

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 合計

現契約 84,009,000 220,000,000 1,000,000 570,499,700 875,508,700

 

静渓ポンプ場（土木工事）の令和 6 年度予算の変更について 

 
令和 5 年度中に 15 億 87 百万円への追加変更を実施せず、工事を見直すた

め、次のとおり予算を修正します。 

 
 予算提案は 2 億円でありますが、現在の静渓ポンプ場建設工事の契約上

の年割額が約 5 億 7 千万円であり、約 3 億 7 千万円不足します。 

 契約が続いているにも関わらず、予算措置が不足する事は法令に抵触す

る状態となります。 

（地方自治法第 232 条の 3（支出負担行為）） 

「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為は、法令又は予

算の定めるところに従い、これをしなければならない。」 

 この状態を回避するため、予算提案の 2 億円に 3 億 7 千 50 万円と設計費

3 千万円を上乗せし、６年度予算を 6 億 50 万円に修正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3 15 億で変更予定であった年度割 

表 2 現契約の年度割 

表 1 令和 6 年度予算の修正 
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静渓ポンプ場土木工事の事業経過について 

 

 静渓ポンプ場土木工事の方針転換に伴う、第 40 号議案について 

方針転換に至るまでの経過 

 

R1.8.7～R2.3.13  

雨水ポンプ場設実施計（詳細）業務委託 

      請負者 ㈱NJS  請負額 29,777,000 円 

R3.4.19 土木工事公告 

R3.5.25 土木工事入札 落札者決定 

R3.5.31 土木工事契約 静渓ポンプ場建設土木工事 

      請負者：鶴美・ホクタン・サン開発特定建設共同企業体 

     請負額：596,200,000 円 

R3.6.30～7.2  

工事説明会 魚屋、魚屋住吉、竹屋町内へ 

R3.8～9  護岸試掘 

R3.10   河川内障害物確認 

R3.11.1  工事中止（1 回目）開始 

河川内障害物撤去検討開始 

R4.2.1～R4.9.30  

雨水ポンプ場実施設計（第 21-1）業務委託 

     内 容 障害物撤去検討 

     請負者 ㈱NJS  請負額 4,400,000 円 

R4.4～7  ボーリング追加調査 3 カ所 

R4.8   関係機関協議 

R4.9～10 護岸試掘 

R4.11.2～R5．3.20  

雨水ポンプ場実施設計（第 22-3）業務委託 

内 容 仮設工、基礎工 追加検討 

請負者 ㈱NJS  請負額 4,499,000 円  

R4.12.7  第 1 回変更契約 831,891,500 円 障害物撤去 

R4.12.15 工事中止（1 回目）終了 

R4.12.22 工事再開説明会 魚屋、魚屋住吉、竹屋町内へ 

R5.1.30～3.14  

障害物撤去工事 

R5.3.16  工事中止（2 回目）開始 

令和 6 年 3 月 14 日 

 予算決算委員会産業建設分科会 

第 40 号議案 

浸水対策課議案資料 
R5.3.30  第 2 回変更契約 工期の変更 ～R7.1.31 まで延長 

R5.5.24  第 3 回変更契約 875,508,700 円 中止期間中経費 

R5.8     大幅増額が必要と判明 

R5.10.20  市の方針決定（大幅な増額変更へ） 

R5.12.15 12 月議会産業建設委員会で質疑答弁 

R6.1.22  臨時の産業建設委員会 

R6.2   さらなる増額可能性が判明 

R6.2.28  市の方針決定（工事をストップし計画を見直す） 

R6.2.29  請負業者 JV の代表者に方針変更を説明 

R6.3.6  市議会運営委員会で方針変更の報告 

R6.3.11  R6 年度下水道事業会計予算案の取り下げと再提出 
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入札注意事項（電子入札対象案件） 

（測量･建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等業務） 
 

１ 設計図書の入手方法等 閲覧設計図書については、あらかじめ指定のある場合を除き京都府入札情報公

開システムの「入札公告・入札情報」からダウンロードすること。 

やむを得ず窓口配布を希望する場合は、入札通知書に記載する期間内に契約課に問い合わせの上、入手

すること。 

 

２ 入札手続等  

（１）入札の方法 

ア  電子入札者は、電子入札システムにより入札書及び積算金額の内訳書（以下、「内訳書」という。）

を提出すること。 

内訳書の容量が総量で２メガバイトを超える場合は、持参又は郵送（入札書提出締切日時までに必着

させるとともに、郵便書留等の配達記録が残る方法を利用するものに限る。）をするとともに、入札書

に、内訳書を別送する旨の表示、別送する書類の目録、別送する書類のページ数及び発送年月日（郵送

する場合に限る。）を記載したファイルを添付すること。 

イ  紙入札者は、該当の入札通知書に示す入札期間内に、持参又は郵送により入札書及び内訳書を提出

すること。郵送する場合においては、郵便書留等の配達の記録が残る方法を用いるとともに、提出方

法の詳細について、入札事務関係職員の指示に従わなければならない。 

入札書は二重封筒とし、表封筒に開札日、業務名及び入札書が在中している旨を記載すること。 

表封筒の中には「入札書」と記載した中封筒、「内訳書」と記載した中封筒を入れる。「入札書」

と記載した中封筒には、入札書を入れ、封印等の処理をする。 

表封筒の宛名は「舞鶴市役所総務部契約検査室契約課宛」とすること。 

 ウ 電子入札者及び紙入札者共通事項 

         入札書提出後は開札の前後を問わず、提出された入札書の書換え、引換え、変更、取消し又は撤回は

できない。 

（２）入札書に記載する金額 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に本契約に適用される消費税及び地方消費税に相当

する額を加算した金額をもって落札金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に記載すること。

なお、入札書に記入する金額は千円止めとする。千円未満まで記入した入札書も有効とするが、千円未満

は切り捨てるものとする。 

 

（３）積算金額の内訳書  

ア 予定価格（電子入札においては税込で表示）が事前公表された入札においては、入札書の提出に併せ、

内訳書を提出すること。 

イ 内訳書の様式は自由であるが、参考資料として金抜設計書が添付されている場合は、記載項目を一致

させること。なお、合計金額（消費税込み）は、予定価格以下で作成すること。 

また、内訳書の表紙には、業務名、業務番号及び商号（名称）のみを記載すること。 

ウ 入札書に記載する金額は、内訳書の価格（消費税相当額を除く合計金額）に対応するようにすること。 

エ 内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではな 

い。 

（４）無効  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
ア 入札に参加する資格のない者のした入札 

イ 入札書提出締切日時までに到達しない入札 

ウ 電子署名及び電子証明書のない入札 

エ 内訳書の提出が必要な入札案件において、内訳書の提出がない入札及び内訳書の記載のない入札 

オ 代表者が変更されているにもかかわらず、変更前の名義人のＩＣカードを使用する等のほか、 

ＩＣカードの不正使用等により行った入札 

カ 入札に関し連合等の不正行為をした者の入札 

キ 予定価格が事前公表された入札において、予定価格を超える価格での入札 

ク その他入札に関する条件に違反した入札 

 

（５）辞退  指名を受けた者は、入札を希望しない場合には、入札書提出締切日時に至るまでは、いつで
も入札を辞退することができる。この場合、電子入札システムにより辞退届を電子提出しなければならな
い。（電子入札システムによる入札辞退届の電子提出が困難な場合は、入札辞退届を契約課へ直接持参又は
入札事務関係職員が指示する方法により提出を行うこと） 
なお、入札を辞退してもこれを理由として以後の指名等について、不利益な取扱いを受けるものではな

い。また、入札辞退の届出をしないで、入札書提出締切日時までに到着しない場合は当該入札を棄権した
ものとみなす。 
 

３ 入札保証金     免 除 
 
４ 契約保証金     免 除  
 
５ 部 分 払      無  
 
６ 前 払 金  請負金額が２００万円以上の場合は請負代金額の 3割以内の金額を請求できる。 

ただし、特記仕様書等に別途定めがある場合はこの限りではない。 
 
７ 最低制限価格     無  
 
８ 落札者の決定  予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 
 

９ 入 札 回 数  １回 

 

10 入札の保留  入札の結果、落札率が高い場合は入札を保留する。 
 
11 入札の中止  入札参加者が１人の場合は、入札は行わない。 
 
12 契 約 書  落札者は、契約書を作成し、落札決定通知書に記載する契約書の提出期日(以下「契約締

結予定日」という。)に契約書を提出しなければならない。 
 
13 違 約 金  落札者が契約を締結しないときは、落札金額の 100分の 5相当額の違約金を徴収する。
落札者が、落札決定から契約締結日までの期間に、舞鶴市契約に関する暴力団等排除措置要綱に基づく入
札参加等除外措置を受けたことにより当該落札を取り消す場合も同様とする。 

 
 
14 落札等の取消  
ア 落札者が、指名通知の日から契約締結予定日までの期間に、本市の参加資格停止措置又は入札参加等
除外措置を受けた場合若しくは次のいずれかに該当することとなった場合は、当該指名又は落札を取り消
すものとする。 
（1） 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条又は第 644 条の規定に基づく清算の開始 
（2） 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条第 1 項又は第 19 条第 1 項の規定に基づく破産手続開始

の申立て 
（3） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立て 
（4） 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立て 
イ アの（３）、（４）において会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に
基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決
定が確定したものを除く。 

 
15 そ の 他  市長が紙入札での参加を承諾した入札参加者の、入札書及び内訳書の提出等については、
入札事務関係職員の指示に従わなければならない。 

 
 
 

契約の締結が平成 31 年 4 月 1 日～平成 31 年 9 月 30 日で、引渡し予定が平成 31 年 10 月 1 日以降とな

る場合は、工事請負契約書に次の附則を追加するものとする。 
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附  則 

 

１ 平成 31年 9月 30日までの前払金、中間前払金、部分払金及び請負代金の算定にあたっては、当該

条項中「請負代金」とあるのは「請負代金（請負代金に 110分の 2を乗じて得た額を除く。）」として

適用する。 
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入　札　結　果　表

業 　 　 務 　 　 名 雨水ポンプ場実施設計（詳細）業務委託

場 　 　 　 　 　 　 所 舞鶴市　字竹屋　地内他

入 札 年 月 日 2019年8月1日 13:30

入 札 執 行 場 所 (電子入札システム)

業 者 名 １ ２ ３ 備考

(株)ウエスコ
50,050,000

1

(株)ＮＪＳ
21,800,000

落札2

(株)オリエンタルコンサルタンツ 辞退 辞退3

(株)極東技工コンサルタント
48,000,000

4

(株)東京建設コンサルタント
40,000,000

5

(株)東京設計事務所 辞退 辞退6

内外エンジニアリング(株)
49,890,000

7

日本水工設計(株)
48,672,000

8

(株)ニュージェック 辞退 辞退9

パシフィックコンサルタンツ(株)
26,276,000

10

落 札 者

(株)ＮＪＳ
入札書記載金額 21,800,000

落札金額（     %加算） 23,980,000

予定価格（消費税抜き） \50,050,000

￥
￥10
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舞下水委第203号

雨 水 ポ ン プ 場 実 施 設 計 （ 詳 細 ） 業 務 委 託

令和2年3月

京 都 府 舞 鶴 市

土 質 調 査 報 告 書
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図 4.1.2 地層推定断面図(S=1:200)
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